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（ ）各派内示・記者会見資料 平成18年９月６日

平 成 1 8 年 ９ 月 秋 田 市 議 会 定 例 会 提 出 予 定 案 件

件 名 説 明

「 条 例 案 」 11 件

１ 秋田市自転車等駐車場条例の一部を ○改正理由

改正する件 秋田駅東自転車等駐車場に入場し、又は

出場することができる時間を改めるため、

改正しようとするもの

○改正要旨

秋田駅東自転車等駐車場に入場し、又は

出場することができる時間を午前５時から

翌日の午前零時 30分までとする（現行午前

６時30分から午後10時30分まで 。）

○施行期日 平成18年10月１日から

２ 秋田市国民健康保険条例の一部を改 ○改正理由

正する件 出産育児一時金の額を引き上げるため、

改正しようとするもの

○改正要旨

出産育児一時金の額を30万円から 35万円

に引き上げる。

○施行期日 平成18年 10月１日から。改正

後の条例の規定は、施行日以後に出産した

者から適用する旨の経過措置を規定する。

３ 秋田市知的障害者デイサービスセン ○改正理由

（ ）ター条例の一部を改正する件 障害者自立支援法 平成17年法律第123号

の施行に伴い、規定を整備するため、改正

しようとするもの障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号 ：平成１７年１１月７）

○改正要旨日公布。一部の規定を除き、平成１８年４月１日施行

１ 条例の題名を「秋田市障害福祉サービ

スセンター条例」とする。

２ 施設の名称を「秋田市障害福祉サービ

スセンター」とする。

３ 利用者の範囲、利用料金等に関する規

定の整備を行う。

○施行期日 平成18年 10月１日から。改正

後の利用料金に関する規定は、施行日以後

の利用に係る利用料金から適用する旨の経

過措置を規定する。
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４ 秋田市老人福祉センター条例の一部 ○改正理由

を改正する件 老人福祉センター（以下「センター」と

いう ）の管理について指定管理者制度を。

導入し、その管理の基準等を定めるととも

に、規定を整備するため、改正しようとす

るもの

○改正要旨

１ センターの管理を指定管理者に行わせ

ることができることとする。

２ 指定管理者は、この条例および他の条

例に定めるもののほか、規則で定める管

理の基準に従って、管理を行わなければ

ならないこととする。

３ 指定管理者は、センターの使用許可等

の業務を行うこととする。

○施行期日 平成19年４月１日から

５ 秋田市御所野交流センター条例の一 ○改正理由

部を改正する件 御所野交流センター（以下「センター」

という ）の管理について指定管理者制度。

を導入し、その管理の基準等を定めるとと

もに、規定を整備するため、改正しようと

するもの

○改正要旨

１ センターの管理を指定管理者に行わせ

ることができることとする。

２ 指定管理者は、この条例および他の条

例に定めるもののほか、規則で定める管

理の基準に従って、管理を行わなければ

ならないこととする。

３ 指定管理者は、センターの使用許可等

の業務を行うこととする。

○施行期日 平成19年４月１日から

６ 秋田市老人いこいの家設置条例の一 ○改正理由

部を改正する件 老人いこいの家（以下「いこいの家」と

いう ）の管理について指定管理者制度を。

導入し、その管理の基準等を定めるととも

に、規定を整備するため、改正しようとす

るもの

○改正要旨

１ 題名を「秋田市老人いこいの家条例」

とする。

２ いこいの家を使用することができる者

は、市内に居住する60歳以上の者等とす

る。

３ いこいの家を使用しようとする者は、
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あらかじめ市長の許可を受けなければな

らないこととする。

４ 市長は、管理上支障があるとき等に、

いこいの家の使用の制限等をすることが

できることとする。

５ 使用者は、許可を受けた目的以外のい

こいの家の使用等をしてはならないこと

とする。

６ 使用者は、いこいの家の使用を終えた

とき等は、その施設等を原状に回復しな

ければならないこととする。

７ 使用者は、いこいの家の施設等を損傷

したとき等は、その損害を賠償しなけれ

ばならないととする。

８ いこいの家の管理を指定管理者に行わ

せることができることとする。

９ 指定管理者は、この条例および他の条

例に定めるもののほか、規則で定める管

理の基準に従って、管理を行わなければ

ならないこととする。

10 指定管理者は、いこいの家の使用許可

等の業務を行うこととする。

○施行期日 平成19年４月１日から

７ 秋田市雄和農林漁家高齢者センター ○改正理由

条例の一部を改正する件 雄和農林漁家高齢者センター（以下「セ

ンター」という ）の管理について指定管。

理者制度を導入し、その管理の基準等を定

めるとともに、規定を整備するため、改正

しようとするもの

○改正要旨

、１ センターを使用することができる者は

市内に居住する60歳以上の者等とする。

２ センターの使用許可には、センターの

管理上必要な条件を付することができる

こととする。

３ 使用者がセンターの使用の許可条件に

違反したときは、センターの使用の制限

等をすることができることとする。

４ 使用者は、許可を受けた目的以外のセ

ンターの使用等をしてはならないことと

する。

５ センターの管理を指定管理者に行わせ

ることができることとする。

６ 指定管理者は、この条例および他の条

例に定めるもののほか、規則で定める管

理の基準に従って、管理を行わなければ
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ならないこととする。

７ 指定管理者は、センターの使用許可等

の業務を行うこととする。

○施行期日 平成19年４月１日から

８ 秋田市地区計画の区域内における建 ○改正理由

築物の制限に関する条例の一部を改 地区計画の変更に伴い、下新城中野地区

正する件 整備計画区域における計画地区および建築

物の用途の制限を改めるため、改正しよう

とするもの

○改正要旨

下新城中野地区整備計画区域における計

画地区のうち 「Ｂ地区」の一部を新たに、

「Ｃ地区」とし、共同住宅、一定の店舗等

を建築することができることとする。

○施行期日 公布の日から。この条例の施

行前にした行為に対する罰則の適用につい

てはなお従前の例による旨の経過措置を規

定する。

９ 秋田市特定公共賃貸住宅条例の一部 ○改正理由

を改正する件 一般特定公共賃貸住宅の増設に伴い、規

定を整備するため、改正しようとするもの

○改正要旨

雄和糠塚一般特定住宅の位置に関する規

定の整備を行う。

○施行期日 公布の日から

10 秋田市都市公園条例の一部を改正す ○改正理由

る件 北野田公園の照明設備の使用料を定める

ため、改正しようとするもの

○改正要旨

使用料を次のとおりとする。

(1) アリーナ ５分の１点灯１時間に

つき120円

(2) テニスコート １面１時間につき 190

円

○施行期日 平成18年11月１日から

11 秋田市消防本部および消防署設置条 ○改正理由

例等の一部を改正する件 消防組織法の一部を改正する法律（平成

18年法律第 64号）の施行に伴い、規定を整

備するため、改正しようとするもの消防組織法の一部を改正する法律（平成１８年法律第６４号 ：平成）

○改正要旨１８年６月１４日公布。同日施行

次に掲げる条例について、消防組織法を

引用している規定の整備を行う。

(1) 秋田市消防本部および消防署設置条
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例

(2) 秋田市消防団員の定員および任免に

関する条例

(3) 秋田市消防団の設置等に関する条例

○施行期日 公布の日から

「 単 行 案 」 ４ 件

12 字の区域を設置する件 ○県営ほ場整備事業（下新城西部地区）の

施行に伴い、字の区域を設置しようとする

もの

字名 設置区域

下新城長岡字三合田 下新城青崎字三合田および下新城長岡字熊野田の各一部

下新城長岡字笹島 下新城長岡字外脇、下新城長岡字前谷地および下新城長

岡字中沖の各一部

下新城小友字下小友 下新城青崎字栗木下、下新城青崎字イカリ、下新城小友

字家ノ下および下新城岩城字藤巻の各一部

※根拠法：地方自治法第260条第１項

13 字の区域を変更する件 ○県営ほ場整備事業（下新城西部地区）の

施行に伴い、字の区域を変更しようとする

もの

変更後の字の区域 変更前の字の区域

下新城青崎字深田 下新城青崎字堂田の一部

下新城青崎字三合田 下新城青崎字郡沢、下新城青崎字折沢、下新城青崎字堂

田および下新城青崎字深田の各一部

下新城青崎字千刈田 下新城青崎字雷田および下新城青崎字栗木下の各一部

下新城長岡字中沖 下新城中野字前谷地の一部

下新城中野字前谷地 下新城笠岡字佐戸反の一部

下新城笠岡字堰場 下新城笠岡字イカリの一部

下新城笠岡字堰根 下新城笠岡字イカリおよび下新城笠岡字八橋の各一部

※根拠法：地方自治法第260条第１項

14 市道路線を認定する件 ○宅地造成に伴い新設された道路等を一般

交通の用に供するため、市道路線に認定し

ようとするもの

・認定路線 24路線 延長2,786.10ｍ

※認定後の市道総延長 約1,949Km

※根拠法：道路法第８条第２項

15 土地を買い入れる件 ○都市計画道路新都市大通線および都市計

画道路上北手雄和線の道路用地として取得

しようとするもの

・土地の所在 上北手猿田字堤ノ沢88番76

ほか20筆
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・土地の種類 山林、原野、田および畑

・土地の面積 8,948.21㎡

・予 定 価 格 76,513,808円

・契 約 先 独立行政法人都市再生機構

※根拠法：地方自治法第96条第１項

「 予 算 案 」 ３ 件

16 平成18年度秋田市一般会計補正予算 ○資料別紙

（第２号）の件

17 平成18年度秋田市老人保健医療事業 ○資料別紙

会計補正予算（第１号）の件

18 平成18年度秋田市介護保険事業会計 ○資料別紙

補正予算（第２号）の件

「 決算認定 」 ４ 件

19 平成17年度秋田市病院事業会計決算 ○資料別紙

認定の件

20 平成17年度秋田市水道事業会計決算 ○資料別紙

認定の件

21 平成17年度秋田市交通事業会計決算 ○資料別紙

認定の件

22 平成17年度秋田市下水道事業会計決 ○資料別紙

算認定の件

「 追加提案 」

「 人 事 案 」 ２ 件

23 秋田市公平委員会委員の選任につい ○現公平委員会委員の長谷川壽雄氏の任期

て同意を求める件 満了（平成18年９月 30日）に伴い、その後

任の選任について同意を求めるもの

・任期４年

※根拠法：地方公務員法第９条の２第２項

24 人権擁護委員の候補者の推薦につい ○現人権擁護委員の齊藤恵里子氏の任期満

て意見を求める件 了（平成18年 12月 31日）に伴い、その後任

候補者の推薦について意見を求めるもの

※根拠法：人権擁護委員法第６条第３項


